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算
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　今回の基準改正に伴い、平成24年４月１日以降、認知症対応型共同生活介護の夜間
及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず１名を配置しな
ければならないこととなるが、経過措置を設けることはしていない。
なお、平成24年４月１日以降、厚生労働大臣が定める夜勤体制の基準（認知症対応型
共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに１以上）を満たさなかった場合は、介護報酬
が減算（所定単位数の97％）されることとなる。
（平24．３　ＶＯＬ273　問29）

　３つ以上の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所であっても、各共
同生活住居ごとに夜勤職員の配置が必要であるため、３名の夜勤職員を配置する必要
がある。
なお、事業所の判断により、人員基準を満たす夜勤職員を配置したうえで、さらに宿直
職員を配置する場合は、「社会福祉施設における宿直勤務の取扱いについて」（昭和49
年8月20日社施第160号）に準じて適切に行うことが必要である。
（平24．３　ＶＯＬ273　問30）

３ユニットで夜勤を行う
職員の員数を２人以上
とする場合

減
算

１日につき５０
単位

定員超過利用減算

人員基準欠如減算

定員超過・人員基準欠
如Ｑ＆Ａ

　同通知では、「研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、・・・
指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、
かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、・・・当該計画作成担
当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間
は減算対象としない取扱いとする」としたところである。
　お尋ねのケースのように、平成18年4月前に介護支援専門員である計画作成担当者を
配置したものの研修を受けていない場合も、留意事項通知に定める「職員の離職等」に
含まれることとなり、今後研修を終了することが確実に見込まれるときは、減算対象とし
ない取扱いとなる。（平18．９　インフォメーション127　問52）

　「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地
域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項についての一部改正について」（平成18年６月20日 老計発
第0620001号厚生労働省老健局計画課長通知）において、認知症対応型共同生
活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示され
たが、平成18年4月前(介護支援専門員配置の経過措置終了前)から介護支援専
門員を配置しているものの研修を受けていない場合であっても、今後の研修修
了見込みがあれば減算対象とならないと考えてよいか。

　共同生活住居の数が３である指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、夜勤を行う職員の員数を２人以上とする場合（指定地
域密着型サービス基準第70条第１項ただし書に規定する場合に限る。）に利用者に対して、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を
行った場合

＜指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号）＞
第70条　（略）ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が３である場合において、当該共
同生活住居の数が３である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階に隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速
やかな対応を行うことが可能である構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じ
られ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護授業車に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な
数以上とすることができる。

減
算

70/100

　利用者の数が市町村長に届け出た運営規程に定められている利用定員を超えた場合

　従業者を指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準に定める員数をおいていないこと。

介護予防認知症対応型共同生活介護費
加算・減算 加算・減算適用要件

  厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号）を満たさない場合

＜平成12年厚生省告示第29号第10号＞
　第３号の規定を準用する。
＜平成12年厚生省告示第29号第３号＞
　　指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに夜勤を行う介護従業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
基準（平成18年厚生労働省令第34号）第90条第１項に規定する介護従業者をいう。）の数が、当該事業所を構成する共同生活住居（介護保
険法（平成９年法律第123号）第８条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに１以上であること。ただし、同令第90条第１項
ただし書の規定が適用される場合においては、当該ただし書に規定する必要な数以上であること。

夜勤の勤務条件に関す
る基準を満たさない場
合Q＆A

　今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜
の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず１名を配置すること
とされたが、経過措置は設けられないのか。

　３つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤
職員を３名配置する必要があるのか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(1/21)
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身体拘束廃止未実施減
算

減
算

９０/１００

夜間支援体制加算（Ⅰ） ○
加
算

１日につき
５０単位

　介護予防認知症対応型共同生活介護費について、厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号127の３）を満たさない
場合

＜平成27年厚生労働省告示第96号第127号の３＞
指定地域密着型介護予防サービス基準第77条第２項及び第３項に規定する基準に適合していないこと。
＜指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第36号）＞
第77条
６　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並
びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
７　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従
業者に周知徹底を図ること。
二身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
　厚生労働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告示第９６号）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知
症対応型共同生活介護事業所

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号第８６号＞
　第３２号の規定を準用する。（以下略）

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号第３２号＞
イ　夜間支援体制加算（Ⅰ）
(1)定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
(2)前号イ又はハに該当すること。
(3)夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が二以上であること。

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号第３１号＞
イ　認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
　(1)事業所を構成する共同生活住居の数が一であること。
　(2)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める従業者の員数をおいていること。
ハ　短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
　(1)事業所を構成する共同生活住居の数が一であること
　(2)当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介
護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施
設の運営について３年以上の経験を有すること。
　(3)事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであること。ただし、一の共同生活住居において、短期利
用認知症対応型共同生活介護を受ける利用者の数は１名とすること。
　(4)利用の開始に当たって、あらかじめ３０日以内の利用期間を定めること。
　(5)短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者が確保されていること。
　(6)イ(2)に該当するものであること。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(2/21)
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制

加算・減算 加算・減算適用要件

夜間支援体制加算（Ⅱ) ○
加
算

１日につき
２５単位

　３ユニットで２名の夜勤配置に常勤換算で１名を
追加配置した場合は対象となるか。

　当該配置は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第
90条第１項ただし書き及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準第70 条第１項ただし書きに規定する、３ユニットの場合であって、
各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな
対応が可能な構造で、安全対策（マニュアルの策定、訓練の実施）をとっていることを要
件とする例外措置（この場合、利用者のケアの質の確保や職員の業務負担にも十分に
配慮すること。）であり、本加算制度においては通常の配置を超えて夜勤職員を手厚く配
置していることを評価しているものであることから、ご質問の配置では加算対象にならな
い。

認知症行動・心理症状
緊急対応加算

○
加
算

１日につき
200単位

（利用を開始し
た日から起算
して７日が限

度）

　当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から７日
間以内で算定できる。（平２１．３　インフォメーション６９　問１１０）

　本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであること
から、予定どおりの入所は対象とならない。（平２１．３　インフォメーション６９　問１１１）

　介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であ
り、緊急に指定介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防認知症共同生活介護
を行った場合

＜平成１８年３月３１日老計発第0331005号　老振発第0331005号　老老発第0331018号　第２の６（4）＞
②　本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護が必要であると医師が判断
した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用認知症対応型共同生活介護
の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるも
のとする。（以下、略）
③　次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定できないものであること。
a　病院又は診療所に入院中の者
b  介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者
c  認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介
護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用
中の者
④　判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当
たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。

認知症行動・心理症状
緊急対応加算Ｑ＆Ａ

　入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なってい
る場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、７日分算
定が可能か。
　入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した
場合は算定できるか。

　厚生労働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告示第９６号）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知
症対応型共同生活介護事業所

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号第８６号＞
　第３２号の規定を準用する。（略）

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号第３２号＞
ロ　夜間支援体制加算（Ⅱ）
(1)イ(1)に該当するものであること。
(2)前号ロ又はニに該当すること。
(3)夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の
数に一を加えた数以上であること。

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号第３１号＞
ロ　認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
　(1)事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。
　(2)イ(2)に該当するものであること。
ニ　短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
　(1)事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。
　(2)ハ(2)から(6)までに該当するものであること。

夜間支援体制加算Ｑ＆Ａ

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(3/21)



加算・減算名
実
施

体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

若年性認知症利用者受
入加算

○
加
算

１日につき
120単位

　６５歳の誕生日の前々日までは対象である。（平２１．３　インフォメーション６９　問１０
１）

　若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定め
ていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。（平２１．３　インフォメーション６９
問１０２）

利用者が入院したとき
の費用の算定

○
１日につき246

単位

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対
応型共同生活介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日
につき246単位を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号第１２７号の＞
利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、そ
の者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していること。

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対
応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合
　ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号第１８号＞
　受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。

＜平成１８年３月３１日老計発第0331005号　老振発第0331005号　老老発第0331018号　第２の６（5）＞
　３の２(１３)を準用する。

＜平成１８年３月３１日老計発第0331005号　老振発第0331005号　老老発第0331018号　第２の３の２（１４）＞
　受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う
こと。

若年性認知症利用者受
入加算Ｑ＆Ａ

　一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。

　担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(4/21)



加算・減算名
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加算・減算 加算・減算適用要件

利用者が入院したとき
の費用の算定Ｑ＆Ａ

　入院当初の期間が、最月から翌月へ連続して跨る場合は、算定可能であるが、事例
のような毎月ごとに6日間の算定ができるものではない。
（平成３０年３月　Ｖｏｌ．１　問１１２）

初期加算 - -
加
算

１日につき
30単位

退去時相談援助加算 ○
加
算

400単位
（利用者1人に
つき1回を限

度）

退去時相談援助加算
Ｑ＆Ａ

　本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行っ
たことを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の相
談援助は居宅サービスのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対象とは
ならない。（平２１．３　インフォメーション６９　問１１７）

　入院時の費用算定について 3ヶ月入院した場合に、次のよう毎6日を限度とし
て加算認めることは差支えないか。
（例） 4月 1日から 日から 6月 30 日まで 3ヶ月入院した場合ヶ月入院した場合
4月 1日 （入院）
4月 2日～ 7日(一日につき 一日につき 246 単位を算定）
4月 8日～ 30 日
5月 1日～ 6日(一日につき 一日につき 246 単位を算定）
5月 7日～ 31 日
6月 1日～ 6日(一日につき 一日につき 246 単位を算定）
6月 7日～ 29 日
6月 30 日 （退院）

　介護予防認知症対応型共同生活介護について、入居した日から起算して30日以内の期間。30日を超える病院又は診療所への入院後に
指定認知症対応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。
＜平成１８年３月３１日老計発第0331005号　老振発第0331005号　老老発第0331018号　第２の６(８)＞
　①　初期加算は、当該利用者が過去三月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間とする。）の
間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できることとする。
　②　短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居
した場合（短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を終了した翌日に当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合を含む。）
については、初期加算は入居直前の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用日数を３０日から控除して得た日数に限り算定するものと
する。
　③　３０日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、①にかかわらず、初期加算が算定される。

　利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用する場合におい
て、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスその他の保健
医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から２週間以内に退居後の居宅地を
管轄する市町村（特別区を含む。）及び老人介護支援センター又は地域包括支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添
えて当該利用者に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必要な情報を提供した場合

＜平成１８年３月３１日老計発第0331005号　老振発第0331005号　老老発第0331018号　第２の６（１０）＞
③　退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力して行うこと。
④　退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行うこと。
⑤　退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。

　退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となる
か。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(5/21)
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加算・減算 加算・減算適用要件

認知症専門ケア加算
（Ⅰ）

△
加
算

１日につき
3単位

認知症専門ケア加算
（Ⅱ）

△
加
算

１日につき
4単位

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定介護予防認知症対
応型共同生活介護事業所が、（厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年厚生労働告示第９４号））に対し専門的な認知症
ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算
定している場合においては、認知症専門ケア加算（Ⅰ）は算定しない。

＜平成27年厚生労働省告示第９４号第９０号＞
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
＜平成27年厚生労働省告示第９５号第３の２＞
イ　認知症専門ケア加算（Ⅰ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認めら
れることから介護を必要とする認知症の者（以下この号において「対象者」という。）の占める割合が２分の１以上であること。
⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が２０人未満である場合にあっては１以上、当該対象者の数が２０人以
上である場合にあっては１に当該対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門
的な認知症ケアを実施していること。
⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
＜平成１８年３月３１日老計発第0331005号　老振発第0331005号　老老発第0331018号　第２の６(１１)＞
① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のラ
ンクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。
②　 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成18 年３月31 日老発第0331010 号厚
生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18 年３月31 日老計第0331007 号厚生労働省計
画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。
③ 「「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この
際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守していること。
④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円
滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定介護予防認知症対
応型共同生活介護事業所が、（厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年厚生労働告示第９４号））に対し専門的な認知症
ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、認知症専門ケア加算（Ⅰ）を算
定している場合においては、認知症専門ケア加算（Ⅱ）は算定しない。

＜平成27年厚生労働省告示第９４号第９０号＞
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
＜平成27年厚生労働省告示第９５号第３号の２＞
イ　認知症専門ケア加算（Ⅰ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認めら
れることから介護を必要とする認知症の者（以下この号において「対象者」という。）の占める割合が２分の１以上であること。
⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が２０人未満である場合にあっては１以上、当該対象者の数が２０人以
上である場合にあっては１に当該対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門
的な認知症ケアを実施していること。
⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
＜平成１８年３月３１日老計発第0331005号　老振発第0331005号　老老発第0331018号　第２の６(１１)＞
① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のラ
ンクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。
②　 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成18 年３月31 日老発第0331010 号厚
生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18 年３月31 日老計第0331007 号厚生労働省計
画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。
③ 「「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この
際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守していること。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(6/21)
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　本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又
は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合
には認められる。（平２１．３　インフォーメーション６９　問１１２）

　認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの
実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。（平２
１．３　インフォーメーション６９　問１１３）

　届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。
（平２１．３　インフォーメーション６９　問１１４）

　専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チー
ムケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施
設・事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員で
あることが必要である。
なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する
主たる事業所１か所のみである。（平２１．３　インフォーメーション６９　問１１５）

　含むものとする。（平２１．３　インフォーメーション６９　問１１６）

　医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文
書による診療情報提供を義務づけるものではない。（平２１．４版　VOL７９　問３９）

　短期利用共同生活介護及び介護予防短期利用共同生活介護を受ける利用者は当該
加算の算定要件に含めず、本加算の対象からも除くものとする。（平２１．４　インフォー
メーション７９　問４１）

　認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研
修及び認知症介護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事する
ことが予定されている者であることがその受講要件にあり、平成20年度までに行われた
カリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等
の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了し
たものとみなすこととする。
従って、平成21年度4月17日発出のQ＆A（Vol.2）問40の答において示したように加算対
象となる者が10名未満の場合にあっては、平成20年度以前の認知症介護指導者養成
研修を修了した者（認知症介護実践リーダー研修の未受講者）1名の配置で認知症専門
ケア加算Ⅱを算定できることとなる。
なお、平成21年度から行われる認知症介護指導者養成研修については、認知症介護実
践リーダー研修の受講修了を前提としたカリキュラムとして見直しが行われたところであ
る。しかしながら、平成21年度については既に募集が開始されていることから、当該研修
中に一定のプログラムを補うことにより、認知症介護実践リーダー研修修了者としてみ
なすこととする。
平成22年度以降については、認知症介護指導者養成研修の受講者を認知症介護実践
リーダー研修修了者に限定する予定であるので、留意されたい。（平２１．５　インフォー
メーション８８　問５８）

　現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門
看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
ただし、③については認定証が発行されている者に限る。（令和３年度　VOL4　問２９）

認知症専門ケア加算
Ｑ＆Ａ

　必要ない。例えば加算の対象者が20 名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と
認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、認知症看護に係る適切な研修を修
了した者のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定すること
ができる。（令和３年度　VOL4　問３８）

認知症専門ケア加算
Ｑ＆Ａ

　認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施につい
て」（平成１２年９月５日老発第６２３号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営に
ついて」（平成１２年１０月２５日老計第４３号）において規定する専門課程を修了
した者も含むのか。

　「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定し
た場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

 　グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算
定要件に含めることが可能か。

　認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修
了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を
修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研
修修了者としてみなすことはできないか。

　認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」
や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な
研修とは、どのようなものがあるか。

　認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件の
一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者
養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要
があるのか。

　例えば、平成１８年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会
等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実
践リーダー研修相当として認められるか。

　認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長
でもかまわないか。

　認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。

　認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の
考え方如何。常勤要件等はあるか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(7/21)
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生活機能向上連携加算
（Ⅰ）

○
加
算

1月につき
100単位

（初回の指定
介護予防認知
症対応型共同
生活介護が行
われた日の属

する月に）

生活機能向上連携加算
（Ⅱ）

○
加
算

1月につき
200単位

（初回の指定
介護予防認知
症対応型共同
生活介護が行
われた日の属
する月以降３

月の間）

計画作成担当者（指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第５項に規定する計画作成担当者をいう。注２において同じ。）が、指定介
護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の
医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防認知症対応型共同生活介護計画
（指定地域密着型介護予防サービス基準第87条第２号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下同じ。）を作成し、
当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行ったとき。

＜平成１８年３月31日　老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号　第２の６（１２）＞
②　イ　生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、①ロ、ホ及びへを除き①を適用する。本加算は、理学療法士等が認知症対応型共同生活
介護事業所を訪問せずにADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握した上で計画作成担当者に助言を行い、計画作成担当
者が、助言に基づき①イの認知症対応型共同生活介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から3月経過後、目標の達成度合いにつ
き、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。
　a　①イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所
又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハ
ビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、
指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者と連携してICTを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定認
知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者に助言を行うこと。なお、ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理
学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と計画作成担当者で事前に方
法等を調整するものとする。
 b　当該認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、aの助言に基づき、生活機能アセスメントを行った上で、①イの認知症対
応型共同生活介護計画の作成を行うこと。なお、①イの認知症対応型共同生活介護計画には、aの助言内容を記載すること。
 c　本加算は、①イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共同生活介護を提供した初回の月に限り、算定されるも
のである。なお、aの助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の
急性憎悪等により、認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合を除き、①イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症
対応型共同生活介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。
 d　計画作成から3月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、再度aの助言に基づき認知症対
応型共同生活介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。

利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施し
ている医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際
に、計画作成担当者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活
機能の向上を目的とした介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語
聴覚士と連携し、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回
の当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を
算定している場合には算定しない。

＜平成１８年３月31日　老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号　第２の６（１２）＞
②　イ　　「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の日常生活において介助等を必要とする行為につ
いて、単に介護従業者が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよ
う、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、介護従業者が提供する介護の内容を定めたものでなければならな
い。
　　 ロ　イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所
又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四
キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この(12)において「理学療法
士等」という。）が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排
せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画作成担当者が共同し
て、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。カンファレンスは、テレビ電話装置等を
活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で、サービス提供責任者及び理学療法士等に
より実施されるもので差し支えない。さらに、この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リ
ハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。
　　へ　本加算はロの評価に基づき、イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき提供された初回の認知症対応型共同生活介護の提供
日が属する月以降３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき認知症対
応型共同生活介護計画を見直す必要があること。なお、当該３月の間に利用者に対する指定訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリ
テーションの提供が終了した場合であっても、３月間は本加算の算定が可能であること。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(8/21)
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　貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議によって適切に設定す
る必要がある。（平３０．３　VOL１　問１１３）

　貴見のとおりである。なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた
在宅医療の主たる担い手として想定されている200床未満の医療提供施設に原則として
限っている趣旨や、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）
の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合
には、積極的に応じるべきである。（平３０．３　VOL１　問１１５）

ト　栄養管理体制加算 ○
加
算

１月につき３０
単位

栄養管理体制加算Q＆
A

　入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において
常勤の栄養士又は 管理栄養士を１名以上配置することが求め られる施設 （例 100 床
以上の介護老人保健施設） において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士につ
いては、兼務することはできない 。（令３．３　ＶＯＬ９５２　問１５）

チ　口腔衛生管理体制
加算

○
加
算

１月につき３０
単位を加算

口腔衛生管理体制加算
Q&A

　貴見のとおりである。（平３０．３　VOL１　問１１６）

　協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握
している歯科医師 又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士 を想定している。
（令３．３　ＶＯＬ９５２　問８０）

　入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者につ
いて算定できる。
（令３．３　ＶＯＬ９５２　問８３）

　施設ごとに計画を作成することとなる。
（令３．３　ＶＯＬ９５２　問８４）

生活機能向上連携加算
Q&A

　口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実
施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生
指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導
を行っていない異なる時間であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考
えてよいのか。

口腔衛生管理体制加算
Q&A

　口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技
術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力 歯科医療機関の歯科医師でなけれ
ばならないのか。

　口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や
月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。

　口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生
管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。

　指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務に
ついて、指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業
所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リ
ハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養士（当該事業所の従業
者以外の管理栄養士を含む。）が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単
位数を加算する（イを算定する場合のみ算定）

　入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準
において常勤の 栄養士又は 管理栄養士を １ 名以上配置すること が 求め ら
れる施設 （例 100 床以上の介護老人保健施設） において 、 人員基準上置くべ
き員数である管理栄養士については、兼務することはできない 。

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号６８）に適合する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所におい
て、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている
場合（イを算定する場合のみ算定）

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号６８＞
イ　事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメント
に係る計画が作成されていること。
ロ　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

　生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若
しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している
医療提供施設（原則として許可病床数201床未満のものに限る。）と連携する場
合も算定できるものと考えてよいか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(9/21)
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リ　口腔・栄養スクリー
ニング加算

○
加
算

1月につき２０
単位を加算（6
月につ1回を

限度）

口腔・栄養スクリーニン
グ加算Q＆A

　算定できる
（令３．３　ＶＯＬ９５２　問２０）

ヌ　科学的介護推進体
制加算

〇

加
算

１月につき
４０単位

ル　サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

○
加
算

１日につき
２２単位

ル　サービス提供体制
強化加算（Ⅱ）

○
加
算

１日につき
１８単位

　令和２年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和
３年４月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。

　次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に
対し指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、１月につき４０単位を所定単位数に加算する。（イを算定する場合のみ算
定）
⑴利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出
していること。
⑵必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たって、⑴
に規定する情報その他指定介護予防認知症対応型共同生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号１２８）に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定介護予防認
知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合。ただし、サービス提供体制強
化加算Ⅰを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅱ及びⅢは算定しない。

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１２８＞
　第５９号の規定を準用する。
＜平成２７年厚生労働省告示第９５号５９イ＞
次のいずれにも適合すること。
(1)　次のいずれかに適合すること。
（一）指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の７０以上であること。
（二）指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数が10年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の２５
以上であること。
(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号１２８）に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定介護予防認
知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合。ただし、サービス提供体制強
化加算Ⅱを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰ及びⅢは算定しない。

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１２８＞
　第５９号の規定を準用する。
＜平成２７年厚生労働省告示第９５号５９ロ＞
次のいずれにも適合すること。
(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の６０以上であること。
(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

　別に厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号１９の２）に適合する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業
所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合
に、１回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している
場合にあっては算定しない（イを算定する場合のみ算定）

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号４２の６＞
　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
　イ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該
利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支
援専門員に提供して いること。
　ロ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄
養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
　ハ 通所介護費等算定方法第第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

＜栄養スクリーニング加算について＞
①口腔・栄養スクリーニングの算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニ
ング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
③栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に
基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(10/21)
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ル　サービス提供体制
強化加算（Ⅲ）

○
加
算

１日につき
６単位

　産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に
含めることができる。（平２１．３　インフォーメーション６９　問６）

　サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号等において
以下のように規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。
「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算
定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、こ
の場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わな
いものとする。」
　具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から平成２１年２月
までの実績に基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１年１月から３月までの実績
が基準を下回っていた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないことと
なるため、平成２１年４月分の算定はできない取扱いとなる。（平２１．３　インフォーメー
ション６９　問１０）

サービス提供体制強化
加算  Ｑ＆Ａ

　サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要
件に
ついては、
－介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 1 0 年以上の
者の割合を要件としたものであり、
－介護福祉士の資格を取得してから 1 0 年以上経過していることを求めるものではない
こと。
　「同一法人等での勤続年数」の考え方について、
－同一法人等（※ （※）における 異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用
形態、職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数
－事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職
員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤
続年数は通算することができる。
（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として
行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。
・なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所 における経験・技能のあ
る介護職員の「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。
（令３．３　ＶＯＬ９５２　問１２６）

サービス提供体制強化
加算  Ｑ＆Ａ

　「 10 年以上介護福祉士が 30 ％」という最上位区分の要件について、 勤続年
数はどのように計算するのか。

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号１２８）に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定介護予防認
知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合。ただし、サービス提供体制強
化加算Ⅲを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰ及びⅡは算定しない。

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１２８＞
　第５９号の規定を準用する。（以下、略）
＜平成２７年厚生労働省告示第９５号５９ハ＞
次のいずれにも適合すること。
⑴ 次のいずれかに適合すること。
（一）指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
（二）当該介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上である
こと。
（三）当該介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合
が     百分の三十以上であること。
(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

　産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。

　「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用
いる」こととされている。平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降の前年度の
実績が６月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場
合はどう取扱うか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(11/21)
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ヲ　介護職員処遇改善
加算（Ⅰ）

○
加
算

１１１／１０００

ヲ　介護職員処遇改善
加算（Ⅱ）

○
加
算

８１／１０００

ヲ　介護職員処遇改善
加算（Ⅲ）

○
加
算

４５／１０００

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号１２９）に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして
市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を
行った場合。　ただし、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算（Ⅱ）、（Ⅲ）は算定しない。

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１２９＞
　第４８号の規定を準用する。
＜平成２７年厚生労働省告示第９５号４８イ＞
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴　介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額
を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
⑵　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その
他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長（特別区の区長を
含む。）に届け出ていること
⑶　介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業
の継続を図るために介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長
に届け出ること。
⑷　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告する
こと。
⑸　算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律
第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用保険法（昭和四十九
年法律第百十六号）その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
⑹　当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四
年法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。）の納付が適正に行われていること。
⑺　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
　 　㈠ 　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。
 　  ㈡  　㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
      ㈢ 　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      ㈣　㈢について、全ての介護職員に周知していること。
⑻　⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号１２９）に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして
市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活を行った
場合。
　ただし、介護職員処遇改善加算（Ⅱ）を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）、（Ⅲ）は算定しない。

＜平成２７年度厚生労働省告示第９５号１２９ロ＞
ロ　イ(1)から(6)まで、(7)（一）から（四）まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも該当すること。

　厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号１２９）に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして
市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を
行った場合。　ただし、介護職員処遇改善加算（Ⅲ）を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅳ）及び（Ⅴ）は算
定しない。

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号４８ハロ＞
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴　イ⑴から⑹及び（８）までに掲げる基準に適合すること。
⑵　次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
　㈠　次に掲げる要件の全てに適合すること。
　 　 a　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。
 　   ｂ　aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  ㈡　次に掲げる要件の全てに適合すること。
      a　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    　ｂ　ａについて、全ての介護職員に周知していること。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(12/21)
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　加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可
能となるため、その賃金改善実施期間についても原則４月（年度の途中で加算の算定を
受ける場合、当該加算を受けた月）から翌年の３月までとなる。
　なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由
がある場合は、賃金改善実施期間を６月から翌年５月までとするなど柔軟な対応をとら
れたい。
（平２４．３版　VOL２６７　問２２４）

　労働基準法（昭和22年法律第49号）第８９条に規定する就業規則や就業規則と別に作
成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。（平２４．３版
VOL２６７　問２２５）

　３月１６日付け老発０３１６第２号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者を
またいで複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇改善計画書を作成することも
あり、事務の簡素化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用して頂きたい。
（平２４．３版　VOL２６７　問２２６）

　当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求
める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。
　また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。
　なお、目標を例示すれば、次のようなものが考えられる
　（１）　利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、介護職員が技術・能
力（例：介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等）
の向上に努めること。
　（２）　事業所全体での資格等（例：介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修
等）の取得率向上
（平２４．３版　VOL２６７　問２２７）

　加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適
切に行われていることが必要となるため、労働保険保険関係成立届等の納入証明書
（写）等を提出書類に添付する等により確認する。（平２４．３版　VOL２６７　問２２８）

介護職員処遇改善加算
Q&A

　介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまで
か。

　介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める
書類について、国から基準は示されるのか。

　介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

　介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必
要か。

　介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のう
ち、イ⑹の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内
容を確認すればよいか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(13/21)



加算・減算名
実
施

体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

　各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職
員処遇改善実績報告書を提出する。
例：加算を算定する最後のサービス提供月が３月の場合、５月支払となるため、２か月
後の７月末となる。（平２４．３版　VOL２６７　問２２９）

　介護職員処遇改善交付金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合
は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を可能
とする。
また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一環として、これら
の確認資料を引き継ぐ場合については、省略を可能とする。
地域密着型サービスについて、新たに市町村に届出が必要となる場合については、都
道府県に提出している資料と同様のものの提出が必要となる。
（平２４．３版　VOL２６７　問２３０）

　賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全
従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で
実施することが必要である。（平２４．３版　VOL２６７　問２３１）
　事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求めることに
より確認する。（平２４．３版　VOL２６７　問２３２）

　職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に
基づいて設定することが必要である。（平２４．３版　VOL２６７　問２３３）

　加算を算定する際に提出した介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、
必要な事項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に影響のない軽微な変更に
ついては、必ずしも届け出を行う必要はない。
また、介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要がある
ため、各年毎に作成することが必要である。
（平２４．３版　VOL２６７　問２３５）

　加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による
収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、
一時金や賞与として支給されることが望ましい。
　なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額
返還となる。（平２４．３版　VOL２６７　問２３７）

　加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める
等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定
要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。（平２４．３版　VOL２６７　問２３
８）
　平成24年度に交付金の承認を受けていた介護サービス事業所等については、当該承
認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年５月末までに、介護職員
処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に届出をすることで算定を可
能とする経過措置を設定した。従って、この間に介護職員処遇改善計画書を作成し、都
道府県知事等に届け出ることが必要である。（平２４．３版　VOL２６７　問２３９）

　加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス
事業所等を複数有する介護サービス事業者等（法人である場合に限る。）である場合や
介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、介護職員処遇改善
計画書は、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。また、同一の
就業規則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することが
できる。（平２４．３版　VOL２６７　問２４０）

介護職員処遇改善加算
Q&A

　加算は、事業所ごとに算定するため，介護職員処遇改善加算の算定要件であ
る介護職員処遇改善計画書や実績報告書は，（法人単位ではなく）事業所ごとに
提出する必要があるのか。

　実績報告書の提出期限はいつなのか

　キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業所から
も改めて提出を求める必要があるか。

　賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧
形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的
にどのように周知すればよいか。
　労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのよ
うにして確認するのか。

　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どの
ような内容が必要か。

　介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった
場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画
は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

　実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、
返還する必要があるのか。

　期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返
還となるのか。

　通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、４月から加算を算定しよ
うとする場合、３月中には介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知し
なければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(14/21)
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施
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制

加算・減算 加算・減算適用要件

　介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成（複数事業所を一括で作成可能）す
る必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧（添付資料１）、都道
府県状況一覧（添付資料２）、市町村状況一覧（添付資料３）を添付することとしている。
単独の事業所で介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付書類は必要なく、同
一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、事業所一覧（添付資料１）と市町村状
況一覧（添付資料３）が添付資料として必要になる。（平２４．３版　VOL２６７　問２４１）

　介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定には含まない。また、利用者
には通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1割を請求することになる。（平２
４．３版　VOL２６７　問２４２）

　加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の加算同様に
実施することが必要である。（平２４．３版　VOL２６７　問２４３）

　介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定である給与の項
目の種類（基本給、手当、賞与又は一時金等）等を記載することとしているが、基本給で
実施されることが望ましい。（平２４．３版　VOL２６７　問２４５）

　介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回
ることであり、事業所（法人）全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職
員を対象としないことは可能である。（平２４．３版　VOL２６７　問２４６）

　平成２４年当初の特例については、介護職員処遇改善交付金を受けている事業所に
ついては、平成２４年４月１日から下記の加算を算定する事業所とみなすこととなる。た
だし、平成２４年５月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。
また、加算の要件を交付金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場合は、新規
の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届出が必要である。

　　介護職員処遇改善交付金　　　　　　介護職員処遇改善加算
　　　　　１００％　　　　　　⇒　　　　　　加算（Ⅰ）
　　　　　　９０％　　　　　　⇒　　　　　　加算（Ⅱ）
　　　　　　８０％　　　　　　⇒　　　　　　加算（Ⅲ）
（平２４．３版　VOL２６７　問２４７）

　通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の端数を四捨五入し、現
行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、介
護職員処遇改善加算額から保険請求額等を減じた額となる。
※　なお、保険請求額は、１円未満の端数切り捨てにより算定する。
（平２４．３版　VOL２７３　問４１）

　介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数にサービス別の加算率を
乗じて算出する。
　その上で、利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区分支給限度基
準額を超えているか否かを確認した上で超えている場合には、超過分と当該超過分に
係る加算は保険給付の対象外となる。（平２４．４版　VOL２８４　問１２）

　これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱い
としても構わない。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支
給限度基準額超過とするかについて判断する。（平２４．４版　VOL２８４　問１３）

　加算の算定月数と同じ月数とすること。（平２４．４版　VOL２８４　問１４）

介護職員処遇改善加算
Q&A

　加算算定時に１単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うのか。また
同様に、利用者負担の１円未満はどのように取り扱うのか。

　介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善
加算はどのように算定するのか。

　複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを
区分支給限度基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がどのように判
断するのか。

　賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。

　介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事
業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。

　介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、
利用料には反映されるのか。

　介護職員処遇改善加算の算定要件として，介護職員処遇改善計画書や実績
報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが，当該要件を満たしてい
ることを証するため，計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は，（介
護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれと
は別途に）「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。

　交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算において
も同様の取り扱うのか。一時金で改善してもよいのか。

　交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介
護職員を対象としないことは可能か。

　平成２４年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所は、介
護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。介護職員処遇改善交付金
と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要
か。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(15/21)
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体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

　賃金改善実施期間は原則４月から翌年３月までの１年間とすることとしているが、６月
からの１年間として取扱うことも可能である。（平２４．４版　VOL２８４　問１５）

　保険請求分に係る加算額（利用者１割負担分を含む）と区分支給限度基準額を超えた
サービスに係る加算額を合算した額を記載することとし、その内訳が分かるようにするこ
と。（平２４．４版　VOL２８４　問１６）

　介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。（平２４．４版　VOL２８４　問１７）

　新設の介護職員処遇改善加算（以下「処遇改善加算」という。）（Ⅰ）に設定されている
サービスごとの加算率を１月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2万7千円相当
の加算が得られる仕組みとなっており、これまでに１万５千円相当の加算が得られる区
分を取得していた事業所・施設は、処遇改善加算（Ⅰ）のみを取得することにより、月額
１万２千円相当の上乗せ分が得られる。
　なお、処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）については、いずれかの区分で取得した場合、当該
区分以外の処遇改善加算は取得できないことに留意すること。（平２７．２　ＶＯＬ４７１
問３６）

　キャリアパス要件については、
①　職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等（キャリア
パス要件Ⅰ）
②　資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保して
いること等（キャリアパス要件Ⅱ）
があり、処遇改善加算（Ⅱ）については、キャリアパス要件Ⅰかキャリアパス要件Ⅱのい
ずれかの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇改善加算（Ⅰ）については、
その両方の要件を満たせば取得可能となる。
　また、職場環境等要件については、実施した処遇改善（賃金改善を除く。）の内容を全
ての介護職員に周知している必要があり、処遇改善加算（Ⅱ）については、平成20年10
月から実施した取組が対象であるのに対して、処遇改善加算（Ⅰ）については、平成27
年４月から実施した取組が対象となる。
　なお、処遇改善加算（Ⅰ）の職場環境等要件について、平成27年９月末までに届出を
行う場合には、実施予定である処遇改善（賃金改善を除く。）の内容を全ての介護職員
に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問３
７）

　賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金
水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得
していない場合の賃金水準とは、以下のとおりである。
　なお、加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない介護職員について
は、その職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。
○  平成26年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、
次のいずれかの賃金水準
・加算を取得する直前の時期の賃金水準（介護職員処遇改善交付金（以下「交付金」と
いう。）を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。）
・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準（加算の取得による賃金改善の
部分を除く。)
○  平成26年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員の場合
加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問３８）

介護職員処遇改善加算
Q&A

　事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金
改善の基準点はいつなのか。

　介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24 年４月から新規に介護職員
処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは６月になるの
で、賃金改善実施期間を６月からとすることは可能か。

　新設の介護職員処遇改善加算の（Ⅰ）と（Ⅱ）の算定要件について、具体的な
違いをご教授いただきたい。

　介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額」欄には保険請
求分に係る加算総額を記載するのか。

　地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加
算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。

　職員1人当たり月額１万２千円相当の上乗せが行われることとなっており、介護
職員処遇改善加算（Ⅰ）が新設されたが、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）と介護職
員処遇改善加算（Ⅱ）を同時に取得することによって上乗せ分が得られるのか、
それとも新設の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）のみを取得すると上乗せ分も得られ
るのか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(16/21)
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加算・減算 加算・減算適用要件

　職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、平成27年３月31日に発出された老
発0331第34号の別紙様式２の（３）を参照されたい。
　また、処遇改善加算（Ⅰ）を取得するに当たって平成27年４月から実施した賃金改善以
外の処遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式２の（３）の項目について、平成20
年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であるこ
とが分かるように記載すること。
　例えば、平成20年10月から実施した取組内容として、介護職員の腰痛対策を含む負担
軽減のための介護ロボットを導入し、平成27年4月から実施した取組内容として、同様の
目的でリフト等の介護機器等を導入した場合、別紙様式２の（３）においては、同様に「介
護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入」
にチェックすることになるが、それぞれが別の取組であり、平成27年4月から実施した新
しい取組内容であることから、その他の欄にその旨が分かるように記載すること等が考
えられる。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問３９）

　処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回
ることであり、事業所（法人）全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職
員を対象としないことは可能である。
　ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金
改善額等について、計画書等に明記し、職員に周知すること。
　また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員に
ついての賃金改善の内容について書面を用いるなど分かりやすく説明すること。（平２
７．２　ＶＯＬ４７１　問４０）

　介護予防・日常生活支援総合事業に移行した場合には、保険給付としての同加算は
取得できない取扱いとなる。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問４１）

　処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当す
る賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要がある
が、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費
用に含まれない。
　当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を
行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定すること。（平２
７．２　ＶＯＬ４７１　問４２）

　平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等で、交
付金を受けていた事業所の介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水
準」とは、平成24年度介護報酬改定Q＆A(vol.１)（平成24年３月16日）処遇改善加算の
問223における取扱いと同様に、平成23年度の賃金水準（交付金を取得していた場合
は、交付金による賃金改善の部分を除く。）をいう。
　したがって、平成24年度介護報酬改定における取扱いと同様に、交付金が取得可能と
なる前の平成21年９月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。(平
２７．２　ＶＯＬ４７１　問４３）

　職場環境等要件（旧定量的要件）について、２つ以上の取組を実施した旨を過去に申
請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容
であることから、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たっては、平成27年４月から
実施した処遇改善（賃金改善を除く。）の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知す
る必要がある。
　なお、その取組内容を記載する際に、別紙様式２の（３）の項目の上で、平成20年10月
から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分
かるように記載すること。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問４４）
　あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関
する要件と明らかに重複する事項でないものを１つ以上実施すること。（平２７．２　ＶＯＬ
４７１　問４５）

　前年度の賃金水準とは、前年度に介護職員に支給した賃金総額や、前年度の介護職
員一人当たりの賃金月額である。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問４６）

介護職員処遇改善加算
Q&A

　平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件（旧定
量的要件）について、２つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、
新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年４月から実施した処遇改
善（賃金改善を除く。）の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要
があるのか。

　職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その
他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得する
に当たっては、各カテゴリーにおいて１つ以上の取組を実施する必要があるの
か。
　平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点
として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期
昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇
給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均
の賃金水準になるのか。

　職場環境等要件（旧定量的要件）で求められる「賃金改善以外の処遇改善へ
の取組」とは、具体的にどのようなものか。
　また、処遇改善加算（Ⅰ）を取得するに当たって、平成27年4月以前から継続し
て実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたも
のと取り扱ってよいか。
　更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、成27年4月以降に
実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。

　介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、処遇改善加算の対象
サービスとなっているが、総合事業へ移行した場合、処遇改善加算の取扱いは
どのようになるのか。

　処遇改善加算の算定要件である｢処遇改善加算の算定額に相当する賃金改
善｣に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えない
か。
①　 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ
介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
②　研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支
給すること。
③  介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費
用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。

　平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介
護職員の賃金改善の基準点の１つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準
（交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。）」とある
が、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。交付金を受けていた事業
所については、交付金が取得可能となる前の平成21年９月以前の賃金水準を基
準点とすることはできるか。

　一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給
する（支給日前に退職した者には全く支払われない）」という取扱いは可能か。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(17/21)



加算・減算名
実
施

体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

　賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金
水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得
していない場合の賃金水準とは、 平成26年度以前に加算を取得していた介護サービス
事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準としている。
・加算を取得する直前の時期の賃金水準（交付金を取得していた場合は、交付金による
賃金改善の部分を除く。）
・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準（加算の取得による賃金改善の
部分を除く。)
　したがって、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準と比較して、賃金改
善が行われていることが算定要件として必要なものであり、賃金改善の方法の一つとし
て、当該賃金改善分に、過去に自主的に実施した賃金改善分や、定期昇給等による賃
金改善分を含むことはできる。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問４７）

　賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成
26年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。
・処遇改善加算を取得する直前の時期の賃金水準（交付金を取得していた場合は、交
付金による賃金改善の部分を除く。）
・処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準（加算の取得による賃
金改善の部分を除く。)
　平成26年度以前に処遇改善加算を取得していない場合は、処遇改善加算を取得する
月の属する年度の前年度の賃金水準となる。
　また、事務の簡素化の観点から、平成27年３月31日に発出された老発0331第34号の２
(３)①ロのただし書きによる簡素な計算方法により処遇改善加算（Ⅰ）を取得する場合の
「加算を取得していない場合の賃金の総額」は、処遇改善加算（Ⅰ）を初めて取得する月
の属する年度の前年度の賃金の総額であって、従来の処遇改善加算（Ⅰ）を取得し実
施された賃金の総額となる。
　このため、例えば、従来の処遇改善加算（Ⅰ）を取得していた場合であって、平成27年
度に処遇改善加算（Ⅰ）を初めて取得し、上記のような簡素な計算方法によって、平成
28年度も引き続き処遇改善加算（Ⅰ）を取得するに当たっての「加算を取得していない場
合の賃金の総額」の時点は、平成26年度の賃金の総額となる。（平２７．２　ＶＯＬ４７１
問４８）
　介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であ
り、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画書
や介護職員処遇改善実績報告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成するこ
と。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問４９）

　新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、介護職
員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金
改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にすることが必要である。
　なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。（平２７．２　ＶＯ
Ｌ４７１　問５０）

介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、
介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付
書類については、その内容に変更（加算取得に影響のない軽微な変更を含む）がない場
合は、その提出を省略させることができる。（平２７．２　VOL４７１　問５１）

　介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出
が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として
差し支えない。（平２７．２版　ＶＯＬ４７１　問５２）

　処遇改善加算（Ⅰ）の職場環境等要件について、平成27年９月末までに届出を行う場
合には、実施予定である処遇改善（賃金改善を除く。）の内容を全ての介護職員に周知
していることをもって、要件を満たしたものとしている。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問５３）

　平成27年４月から処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、４月15
日までに介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出
を都道府県知事等に提出し、４月末までに確定した介護職員処遇改善計画書及び計画
書添付書類を提出する必要がある。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問５４）

介護職員処遇改善加算
Q&A

　従来の処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）については、改正後には処遇改善加算（Ⅱ）
～（Ⅳ）となるが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費
算定に係る介護給付費算定等体制届出書の提出は必須か。

　処遇改善加算（Ⅰ）の算定要件に、「平成27年4月から（２）の届出の日の属する
月の前月までに実施した介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周
知していること」とあり、処遇改善加算（Ⅰ）は平成27年4月から算定できないの
か。
　これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成27年４月
から処遇改善加算を取得するに当たって、介護職員処遇改善計画書や介護給
付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

　今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相
当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算
定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。
①　過去に自主的に実施した賃金改善分
②  通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

　平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を
算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点につ
いては、どのような取扱いとなるのか。

　介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

　平成27年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善
加算の取得は可能か。

介護職員処遇改善加算の届出は毎年必要か。平成２７年度に加算を算定してお
り、平成２８年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(18/21)



加算・減算名
実
施

体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

　前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書
類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し
支えない。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問５５）

　処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合で
あっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合
については、特別事情届出書を届け出る必要がある。なお、介護職員の賃金水準を引
き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介
護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。
　また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。
　・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による
収支に限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定
期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す
内容
・介護職員の賃金水準の引下げの内容
・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等
の必要な手続きを行った旨（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問５６）

　処遇改善加算は、平成27年３月31日に発出された老発0331第34号の２（２）②の賃金
改善に係る比較時点の考え方や、２（３）①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較
時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場
合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求める
ものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要であ
る。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問５７）
　一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の介護職員全体
の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
　ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者
にしっかりと説明した上で、適切に労使合意を得ること。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問５８）

　事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下さ
せてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間
の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出が必要である。（平２７．２　ＶＯＬ
４７１　問５９）
　特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外
的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図ると
いった理由で、介護職員の賃金水準を引き下げることはできない。
　　また、特別事情届出書による取扱いの可否については、介護報酬改定のみをもって
一律に判断されるものではなく、法人の経営が悪化していること等の以下の内容が適切
に把握可能となっている必要がある。
・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による
収支に限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定
期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す
内容
・介護職員の賃金水準の引下げの内容
・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等
の必要な手続きを行った旨（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問６０）

　特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水
準（加算による賃金改善分を除く。）を引き下げた上で賃金改善を行うことが可能である
が、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合
には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があるこ
とから、本取扱いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。
したがって、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提
出するものではなく、特別な事情により介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を
実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出
書を提出すること。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問６１）

　法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改
善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なの
か。

　事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護
報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。

　新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出
し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を
除く。）を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可
能なのか。

　処遇改善加算に係る届出において、平成26年度まで処遇改善加算を取得して
いた事業所については、一部添付書類（就業規則等）の省略を行ってよいか。

　基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金
改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるの
か。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

　賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以
上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいの
か。

　一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた
結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事
情届出書の提出はしなくてよいか。

介護職員処遇改善加算
Q&A

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(19/21)



加算・減算名
実
施

体
制

加算・減算 加算・減算適用要件

　平成27年３月31日に発出された老発0331第34号の２（２）②の賃金改善に係る比較時
点の考え方や、２（３）①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基
づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と
比較すること。（平２７．２　ＶＯＬ４７１　問６２）

　特定加算について、 事業所内でのより柔軟な配分を可能とする 観点から、平均賃金
改善額について、「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職 員」と比較し、「２
倍以上」から「より高くする」ことに見直す ものである。
　これに伴い、配分ルールの見直しを行う場合は、労使でよく話し合いの上、設定された
い。
　なお、 「月額８万円の改善又は改善後の賃金が年額 440 万円以上」の者は、引き続
き設定する必要があることに留意されたい。
（令３．３　ＶＯＬ９４１　問１６）

　事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要である
が、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介
護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能
のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。
　この場合における配分ルールに ついては、当該事業所における「経験・技能のある介
護職員」の平均賃金改善額 が、「その他の職種」の平均賃金改善額の ２倍 より 高い
ことが必要である。（令３．３　ＶＯＬ９４１　問１７）

　特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職
以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この
具体的な配分方法として、 他の介護職員の平均賃金改善額については、その他の職種
の平均賃金改善額の２倍以上となることを 求めている。
　ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合
においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる（１：１）ま
での改善を可能とするものである。
　なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、
その他の職種のうち、 他の 介護職員の平均賃金額を上回らない職種について は 、当
該職種に限り 、 他の介護職員と平均賃金改善額が等しくなるまでの改善 を行うことも
可能である。
（令３．３　ＶＯＬ９４１　問１８）

　事業所において 、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的
に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、
法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、
－月額８万円の改善又は年収440万円となる者を１人以上設定すること
－配分ルールを適用すること
により、特定加算の算定が可能である。
　なお、 介護給付のサービスと予防給付のサー ビス（通所リハビリテーションと予防通
所リハビリテーションなど）についても同様である。
また、 特別養護老人ホーム 等 と併設されている 又は空所利用型である 短期入所生
活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護 についても、同様に判断することが
可能であるとともに、これ らについては、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等
が特定 加算を算定している場合において 、 短期入所生活介護等 においても、同じ加
算区分 を算定することが可能である。 （短期入所生活介護等において特定加算（Ⅰ）を
算定する場合は、体制等状況一覧表における「併設本体施設における介護職員等特定
処遇改善加算Ⅰの届出状況」（あり／なし）の欄について、「あり」と届け出ること。）
（令３．３　ＶＯＬ９４１　問１９）

介護職員処遇改善加算
Q&A

　特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除
く。）を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比
較時点はいつになるのか。

　特定加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとの
ことであるが、具体的な取扱い はどのように なるのか 。

　事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経
験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定される
のか。

　事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他
の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、ど
のような意味か。

　介護給付 のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営して
いる場合 であっても、月額８万円の改善又は年収 440 万円とな る者を ２人設
定する必要があるのか。 また、その場合の配分ルール（グループ間の平均賃金
改善額 １：１： 0.5）はどのような取扱いとなるのか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(20/21)
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加算・減算 加算・減算適用要件

　介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、「入職促進に向
けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の
推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の推進」及び
「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ１つ以上（令和３年度は、６つの区分か
ら３つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ１つ以上）の取組を行うことが必要であ
る。
　職場環境等要件については、 令和３年度改定において、計画期間における 取組の実
施 が求められることとされたが 、これは毎年度新たな取組を行うことまで求めるもので
はなく、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能であ
ること 。（令３．３　ＶＯＬ９４１　問２０）

　当該要件については、
処遇改善加算 及び特定加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取
組内容に関する公表を想定しているため、令和３年度においては要件としては求めず、
令和４年度からの要件とする予定。（令３．３　ＶＯＬ９４１　問２１）

　2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ vol. １ ））（平成 31 年４月 13 日） 問 13 のと
おり、平均賃金額の計算 における母集団には、賃金改善 を行う職員に加え、賃金改善
を行わない職員も含めることとしており、年額 440 万円を上回る職員も、「前年度の一月
当たりの常勤換算職員数」 に 含めることとなる。（令３．３　ＶＯＬ９４１　問２３）

　職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場
合は 、実績報告 にあたり、 合理的な理由を求めること とすること 。 （令和２年度実績
報告書においては、申出方法は問わないが、令和３年度においては 、 「介護職員処遇
改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手
順及び様式例の提示について」 令和３年３月 16 日老発 0316 第 ４ 号 でお示しした実
績 報告書 （様式 ３－１ の 「⑥その他」 に記載されたい 。
　なお、その場合でも 、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である 。（令
３．３　ＶＯＬ９４１　問２４）

　入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用
者の割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認
知症日常生活自立度に係る要件が含まれるものである。
（令３．３　ＶＯＬ９４１　問２５）

　介護職員の腰痛予防対策の観点か ら、「職場における腰痛予防対策指針」（平成25
年6月18日付基発0618第３号「職場における腰痛予防対策の推進について」参考２ 別添
を公表して おり参考にされたい。
<https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4att/2r98520000034pjn_1.pdf>
（令３．３　ＶＯＬ９５２　問127）

介護職員等特定処遇改
善加算（Ⅰ）

○ 加算 31/1000

介護職員等特定処遇改
善加算（Ⅱ）

○ 加算 23/1000

介護職員処遇改善加算
Q&A

介護職員処遇改善加算
Q&A

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防
認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場に対し、指定介護予防認知症
対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。（老発316第4号）
所定単位数は、イからルまでにより算定した単位数の合計

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定介護予防
認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場に対し、指定介護予防認知症
対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。（老発316第4号）
所定単位数は、イからルまでにより算定した単位数の合計

　職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の
内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなけれ
ばならないのか。

　見える化要件について、令和３年度は算定要件とされないとあるが、令和３年
度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。

　処遇改善計画書において「 その他 の職種（ C ）には、賃金改善前の賃金が既
に年額440万円を上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、 年額
440万円を上回る職員は 「前年度 の 一月 当たりの 常勤換算職員数」 について
どのように取り扱うのか。

　処遇改善計画書の作成時においては 、特定加算の平均の賃金改善額の配分
ルールを満たしており 、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員
の急な 退職等により やむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を
行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、ど
のような取扱いとすべきか 。

　介護福祉士の配置等要件について、 喀痰吸引を必要とする利用者の割合に
ついての要件等を満たせないことにより、入居 生活 継続支援加算や日常生活
継続支援加算を算定できない状況が常態化し、３か月以上継続した場合には、
変更の 届出を行うこととされているが、 喀痰吸引を必要とする利用者の割合 以
外にどの要件が認められるのか。

　職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介
護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等によ
る腰痛対策の実施」が設けられたが、 新たに取組みを行うにあたり参考に でき
るものはあるか。

（適用要件一覧） 介護予防認知症対応型共同生活介護費(21/21)


